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入 札 公 告 

 

 

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。 

 

 

                                                                       令 和  ８ 年  ２ 月 ２ ０ 日  

 

 

                        国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                               水 産 資 源 研 究 所  管 理 部 門 長  南  浩 史  

 

 

１ ． 調 達 内 容 

 

（ １ ） 調 達 件 名 及 び 数 量    横 浜 庁 舎 放 射 線 施 設 保 守 点 検 業 務  

 

（ ２ ） 調 達 仕 様    入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ３ ） 履 行 期 間     自 ） 令 和  ８ 年  ４ 月  １ 日  

                至 ） 令 和  ９ 年  ３ 月 ３ １ 日  

 

（ ４ ） 履 行 場 所        入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ５ ） 入 札 方 法    落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該

金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該

金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り

捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消

費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者

で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の １ １ ０ 分 の

１ ０ ０ に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

                        

２ ． 競 争 参 加 資 格 

 

（ １ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 付 け １

３ 水 研 第 ６ ５ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ３ 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 

（ ２ ） 令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統

一 資 格 の ｢ 役 務 の 提 供 等 契 約 ｣ の 業 種 「 建 物 管 理 等 各 種 保 守 管 理 」 で 「 Ａ 」 、 「 Ｂ 」 、

「 Ｃ 」 又 は 「 Ｄ 」 い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る こ と 。  

 

（ ３ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事 長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及

び 役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名

停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

 

（ ４ ） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ ２ 条

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

 

３ ． 入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法      競 争 参 加 希 望 者 は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説

明 書 、 入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

① 直 接 交 付  

神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２ － １ ２ － ４  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 水 産 資 源 研 究 所  

管 理 部 門 管 理 課 施 設 担 当  

電  話  ０ ４ ５ － ７ ８ ８ － ７ ６ ９ ３  

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ４ ５ － ７ ８ ８ － ５ ０ ０ １  

② 宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 横 浜 庁 舎 放 射 線 施 設 保 守 点 検 業 務 入 札 説

明 書 宅 配 便 に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 住

所 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す

る こ と 。  

③ メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 横 浜 庁 舎 放 射 線 施 設 保 守 点 検 業 務 入 札 説

明 書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 メ

ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ て Ｆ

Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

 

４ ． 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 等    仕 様 書 等 に 関 し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ８ 年 ３ 月 ４

日 ま で に 上 記 ３ ． あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明 書

に 記 載 ） 又 は フ ァ ッ ク ス に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当 日 ま で

の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受 領 者 全 員 に 対

し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 公 表 す る こ

と に よ り 入 札 説 明 会 に 代 え る 。  

                  な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合 も 随 時 受 け 付
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け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

                  た だ し 、 質 疑 内 容 に 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特 定 の

個 人 を 識 別 し 得 る 記 述 が あ る 場 合 及 び 法 人 等 の 財 産 権 等

を 侵 害 す る お そ れ の あ る 記 述 が あ る 場 合 に は 、 当 該 箇 所

を 伏 せ 又 は 当 該 質 疑 を 公 表 せ ず 、 質 疑 者 の み に 回 答 す る

こ と が あ る 。  

   

５ ． 入 札 の 日 時 及 び 場 所 等     

 

（ １ ） 入 札 の 日 時 及 び 場 所  令 和  ８ 年  ３ 月 １ １ 日  １ ４ 時 ０ ０ 分  

神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２ － １ ２ － ４  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

横 浜 庁 舎  ビ デ オ ラ イ ブ ラ リ ー 室  

 

（ ２ ） 郵 便 に よ る 入 札 書 の    

受 領 期 限 及 び 提 出 場 所  

令 和  ８ 年  ３ 月 １ １ 日  １ ２ 時 ０ ０ 分  

３ ． ① に 同 じ 。  

 

６ ． そ  の  他  

 

（ １ ） 契 約 手 続 き に お い て    

使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

 

 

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

（ ２ ） 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除 。  

 

（ ３ ） 入 札 の 無 効  本 広 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書

及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

 

（ ４ ） 契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  

 

（ ５ ） 落 札 者 の 決 定 方 法  予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を

行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

た だ し 、 落 札 者 と な る べ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ

の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い お

そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締 結 す

る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ

て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 制

限 の 範 囲 内 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 他 の 者 の う ち 最 低 の 価

格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。  

 

（ ６ ） 競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知

書 写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

 

（ ７ ） 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

７ ． 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  

 

（ １ ） 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先  

次 の ① 及 び ② い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先  

①  当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 （ 役 員 経 験 者 ） が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長

相 当 職 以 上 の 職 を 経 験 し た 者 （ 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ） が 役 員 、 顧 問 等
※ 注 １  

と し

て 再 就 職 し て い る こ と  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の ３ 分 の １ 以 上 を 占 め て い る こ

と
※ 注 ２

 

な お 、 「 当 機 構 」 と は 、 改 称 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 国 立 研 究

開 発 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 統 合 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 大 学 校 を 含 み ま す 。  

※ 注 １   「 役 員 、 顧 問 等 」 に は 、 役 員 、 顧 問 の ほ か 、 相 談 役 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す

る 者 で あ る か を 問 わ ず 、 経 営 や 業 務 運 営 に つ い て 、 助 言 す る こ と 等 に よ り 影 響 力

を 与 え る と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。  

※ 注 ２   総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 額 は 、 当 該 契 約 の 締 結 日 に お け る 直 近 の 財 務 諸 表 に 掲

げ ら れ た 額 に よ る こ と と し 、 取 引 高 は 当 該 財 務 諸 表 の 対 象 事 業 年 度 に お け る 取 引

の 実 績 に よ る 。  

 

（ ２ ） 公 表 す る 情 報  

上 記 （ １ ） に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、 物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契

約 締 結 日 、 契 約 先 の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公 表 す る 。  

①  当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 （ 当 機 構 Ｏ Ｂ ） の 人 数 、 職 名 及 び

当 機 構 に お け る 最 終 職 名  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

③  総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず

れ か に 該 当 す る 旨  

３ 分 の １ 以 上 ２ 分 の １ 未 満 、 ２ 分 の １ 以 上 ３ 分 の ２ 未 満 又 は ３ 分 の ２ 以 上  

④  一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨  

 

（ ３ ） 当 機 構 に 提 供 し て い た だ く 情 報  

①  契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 Ｏ Ｂ に 係 る 情 報 （ 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当

機 構 に お け る 最 終 職 名 等 ）  
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②  直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

 

（ ４ ） 公 表 日  

契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て ７ ２ 日 以 内 （ ４ 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て

は 原 則 と し て ９ ３ 日 以 内 ）  

 

（ ５ ） そ の 他  

当 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ （ 契 約 に 関 す る 情 報 ） に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

が 行 う 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て 」 が 掲 載 さ れ て い る の で ご 確 認 い た だ く と と も に 、

所 要 の 情 報 の 当 機 構 へ の 提 供 及 び 情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約

の 締 結 を 行 っ て い た だ く よ う ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。  

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ

き ま す の で 、 ご 了 知 願 い ま す 。  

 

９ ． 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て  

 

当 機 構 で は 、 国 よ り 示 さ れ た 「 研 究 機 関 に お け る 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 の ガ イ ド ラ イ ン

（ 実 施 基 準 ） 」 （ 平 成 １ ９ 年 ２ 月 １ ５ 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ） に 沿 っ て 、 公 的 研 究 費 の 契 約 等

に お け る 不 正 防 止 の 取 り 組 み を 行 っ て お り 、 取 り 組 み の ひ と つ と し て 、 取 引 先 の 皆 様 に 「 国

立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 」 （ U R L ： h t t p : / / w w w .

f r a . a f f r c . g o . j p / k e i y a k u / p l e d g e _ r e q u e s t / n o t e _ c o n t r a c t . p d f ） を ご 理 解 い た だ き 、 一 定 金

額 以 上 の 契 約 に 際 し て 、 当 該 注 意 事 項 を 遵 守 す る 旨 の 「 誓 約 書 」 の 提 出 を お 願 い し て い ま す 。  

公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 関 係 書 類 （ ① 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ

い て 、 ② 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 、 ③ 誓 約

書 ） は 、 入 札 説 明 書 に 添 付 し ま す の で 、 契 約 相 手 方 と な っ た 場 合 は 、 誓 約 書 の 提 出 を お 願 い

し ま す 。  

な お 、 当 機 構 の 本 部 、 研 究 所 、 開 発 調 査 セ ン タ ー 、 水 産 大 学 校 い ず れ か １ 箇 所 に １ 回 提 出

し て い た だ け れ ば 、 当 機 構 内 の 次 回 以 降 の 契 約 で は 再 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。  
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１．件  名  横浜庁舎放射線施設保守点検業務 

 

２．業務目的   

  本業務は、横浜庁舎実験西棟に設置されている放射線施設における「放射性同位元素等の

規制に関する法律」・「核原料物質・核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」等により、

放射線の被ばくの防止及び放射性同位元素による汚染その他の事故の発生等を未然に防ぐと

ともに、放射線施設の円滑な運営管理等を図ることを目的とする。 

 

３．履行場所   神奈川県横浜市金沢区福浦２－１２－４ 

        国立研究開発法人水産研究・教育機構 

        横浜庁舎 実験西棟放射線施設管理区域 

                   

４．業務期間  自）令和 ８年 ４月 １日 

        至）令和 ９年 ３月３１日 

 

５．一般事項 

（１）用語の定義 

    本仕様書において使用する用語は、「建築保全業務共通仕様書」第１編第１章第１節用

語の定義によるものとする。 

   但し、（１）の「施設管理担当者」とは、監督職員に読み替えるものとする。 

 

（２）契約図書の優先順位 

   契約図書において相違等がある場合の優先順位については、次の順位による。 

  

  １）業務契約書 

  ２）特記仕様書 

 ３）業務仕様書（仕様書・主要機器リスト・設計図面等） 

４）建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

 

６．業務概要 

      本業務は、庁舎実験西棟に設置されている放射線施設及び管理区域の建築物の保全をは 
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  じめ、関連する設備機器等の正常稼働及び機能維持等を目的とするものである。 

   また、併せて放射性同位元素等の規制に関する法律等を遵守し、別紙業務仕様書に基づ

く保守点検業務を適正に施行する。 

 

（１）業務施行 

   本業務の施行に当たっては、既存設備又は他の物品等に損害を及ぼさないよう十分注意 

  を払い施行するものとする。 

   万一損害等を与えた場合には、直ちに監督職員に報告し、その指示等に従い完全に復旧 

  させること。 

   なお、これらにかかる費用はすべて請負者の負担とする。 

 

  １）放射線施設及び管理区域等施設全般にわたる目視点検及び法定基準適合点検業務。 

      

 ２）放射線施設機器設備類の機能点検業務。 

 

 ３）放射線施設機器設備類のリフレッシュ点検業務。 

 

 ４）放射線管理区域内の清掃・消耗品交換業務及び測定業務。（給気及び排気系フィルター 

   交換等含む） 

 

 ５）業務の施行時期に当たっては業務計画一覧による。 

 

 ６）サンプリング装置等の測定業務については、すべて請負者側で準備するものとする。  

   但し、放射線管理区域内にて発生した消耗資材等は、サーベイメーターで線量を測定し、 

  記帳した後に主任者に報告する。当該廃棄物は水産資源研究所横浜庁舎にて放射性廃棄物 

    として処理するものとする。 

 

  ７）業務に必要な薬品等は、発注者側において支給するものとする。 

 

（２）管理技術者 

   本業務を施行するにあたり、放射線施設運転管理並びに管理区域の測定業務に対する知

識経験等を有する者を管理技術者として選任し監督職員の承認を受けるものとする。 
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    なお、当該業務における管理技術者は「第１種放射線取扱主任者」以上の有資格者を配

置し、業務を推進する。 

 

（３）業務計画   

   請負者は、業務の施行に先立ち、監督職員と協議のうえ「業務計画書」の作成等を行い

監督職員の承認を受けるものとする。また、変更する場合においても同様とする。 

  

  １）業務計画書には下記の事項等を記載するものとする。 

  ① 業務管理体制 

  ② 施行計画 

   ③ 業務を行う職員の経歴及び資格証明書 

   ④ 緊急時対応の連絡体制 

   ⑤ 保守点検要員が交代した場合の届出 

   ⑥ その他必要な事項（業務執行記録簿等を含む） 

 

 ２）実験室内に立ち入って作業する場合は、前月の点検作業時に次月の作業日程を放射線施

設の入口に掲示すること。前月中に日程が決定しない場合は作業の 2週間前までに日程を決

定し、水産資源研究所管理課施設担当に連絡すること。 

    

（４）関係法令等の遵守 

   本業務の施行にあたり、放射性同位元素等の規制に関する法律等の関係法令を遵守し円

滑な業務の遂行を図ることとする。 

 

 １）放射性同位元素等の規制に関する法律等に基づく保守点検業務。 

  

 ２）建築基準法第１２条第２項及び官公庁施設の建設等に関する法律第１２条第１項に基づ 

   く点検業務。 

 

  ３）建築基準法第１２条第４項及び官公庁施設の建設等に関する法律第１２条第２項に基づ 

  く点検業務。 

 

  ４）官公庁施設の建設等に関する法律１３条第１項に基づく基準に適合していることを確認 
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  するための点検業務。 

 

（５）仕様書の定めにない事項 

   本業務仕様書の定めにない事項については、監督職員と協議しその指示等に従うものし、 

  協議内容等について、その経過及び議事内容等を作成し提出するものとする。 

 

（６）業務委託 

   本業務のうち特殊な業務等については、再委託し業務を推進することができるものとし、 

  その施行にあたっては適切な指導管理等を行うものとする。 

 

（７）守秘義務その他 

   本業務の施行過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならないものとする。 

  また、著者権、特許権その他第三者の権利の対象になっている保守点検方法等の使用に関 

  しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者の責任において行うものとする。 

 

（８）保守点検対象 

   保守点検対象は、「庁舎実験西棟放射線施設」及び「管理区域」における施設全般並び

に各設備機器等とする。 

    

  １）施設全般にわたる目視点検業務 

   ① 作業室 

  ② 汚染検査室 

  ③ 貯蔵室 

  ④ 排気設備  

   ⑤ 排水設備 

   ⑥ 保管廃棄設備 

   ⑦ 有機廃液焼却炉 

 

 ２）放射線施設設備機器類の機能点検業務 

   放射線監視装置、有機廃液焼却装置、動物乾燥装置、排水処理設備、排水処理設備機器、 

  滅菌・中和設備、室内風量設備、排風機設備、空気調和装置、蒸気滅菌器、空調機器、  

 貯留槽、排気系フィルター、吸気系フィルター等とする。 
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 ３）保守点検方法 

      保守点検方法及び保守点検回数並びに期間等については、放射線施設保守点検業務仕様 

書・主要機器リスト・管理記録書・関係図面及びその他の関係基準等に基づき確実に施行 

する。 

 

（９）業務報告等    

 １）保守点検結果における業務報告書については、「放射線施設保守点検業務報告書」とし

て、毎月の実施項目等を取りまとめ、受注者が作成し監督職員の承認を受け報告するもの

とする。 

 

 ２）報告期限は、当該施設等の点検日の属する月の翌月７日までとする。 

  但し、緊急性のあるものについては適宜報告する。 

 

 ３）本業務の施行に先立ち必要な関係資料等を貸与する。なお、発注者が請求した場合や業 

  務が終了した場合には速やかに返却するものとする。 

 

  ① 諸官庁提出書類 

  ② 法令点検記録簿（消防設備点検結果報告書・特殊建築物等調査記録簿・建築設備定期検 

   査記録簿・定期自主検査記録簿ほか） 

   ③ 保全関係書類（緊急連絡一覧・工事関係一覧） 

   ④ 設備機器関連簿（設備機器台帳） 

   ⑤ 図面及び取扱説明書その他保全に関する資料等  

 

 ４）その他 

   本仕様書は、放射線施設及び管理区域における保守点検業務の大要を示したものであり、 

 詳細については、監督職員と協議を行うこと。 
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１．施設全般の目視点検業務 
 

（１）建 物 関 係 

点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

1.位置等 

 

 

2.主要構造部等 

 

 

 

 

3.遮 蔽 

 

① 使用施設等は地崩れ及び浸水のおそれがないか。 

② 事業所内の居住区域等に変更はないか。 

 

① 主要構造部等が耐火構造又は不燃材料造りとなっ

ているか。 

② 改修又は補修工事が行われた場合、主要構造部等

は耐火構造又は不燃材料造りとなっているか。 

 

① 遮蔽の構造、材料、寸法が許可内容（申請書及び

添付書類）に合致しているか。 

② 遮蔽物に破損、き裂などの損傷はないか。 

③ 常時人が立ち入る場所の１㎝線量当量は１ｍSv／

週を超えていないか。 

④ 事業所境界、事業所内居住区に対する１㎝線量当

量が、２５０μSｖ／３月を超えていないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２回／１年 

２回／１年 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

 

１回／１年 

 

２回／１年 

１回／１年 

 

１回／１年 
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（２）放射線管理区域内 
点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

1.区画等 

 

 

 

 

 

 

2.線量当量等 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.標識等 

 

① 管理区域の区画が許可内容（申請書及び添付図面）

に合致しているか。 

② 管理区域の境界には、柵、その他、人がみだりに

立ち入らないような施設が設けられているか。 

③ フェンス等が設けられている場合、破損していな

いか。 

 

① 管理区域境界の線量当量が３００μSv／週を超え

てはいないか。 

② 管理区域内の常時立ち入る場所における放射性同

位元素の空気中濃度が、告示第７条に規定する濃

度限度を超えてはいないか。 

③ 人が触れる物の表面の放射性同位元素の表面密度

が告示第８条に規定する密度限度を超えてはいな

いか。 

 

① 管理区域の種類毎に定められた標識が付けられて

いるか。 

② 標識の設置位置、枚数は許可内容（申請書及び添

付図面）に合致しているか。 

③ 管理区域等における注意事項は、目の付きやすい

場所に掲示されているか。 

④ 標識等の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

 

１回／１月 

 

１回／１月 

 

 

１回／１月 

 

 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 
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（３）作 業 室 

点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

 

 

1.構 造 

 

 

 

 

 

 

2.表面材料 

 

 

 

 

 

 

3.フード・グローブボ

ックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則

第 14 条の 7） 

 

 

① 汚染のおそれのある床、壁等の突起物、くぼみが

少ないか。 

② 汚染のおそれのある床等の仕上材の目地等の隙間

は少ないか。 

③ 汚染のおそれのある床、壁等に著しいき裂はない

か。 

 

① 汚染のおそれのある床、壁等の表面は平滑な材料

が使用されているか。 

② 汚染のおそれのある床、壁等の表面は腐食しにく

い材料か。 

③ 気体又は液体が浸透しにくい材料か。 

④ 塗装された床面に剥離や著しい磨滅はないか。 

 

① フードは排気設備に確実に接続されているか。 

② フード本体及び排気管等の溶接部、接合部にき裂

や腐食がないか。 

③ フードの扉の開口部で適切な面速が得られている

か。 

④ ダンパーが設置されている場合、その機能は正常

に作動するか。 

⑤ フードの扉を全閉にしたとき、バイパス弁が正常

に作動し、かつ室内空気の流れに大きな変化はな

いか。 

⑥ フード下の配管、トラップ等の接合部から漏水は

ないか。 

⑦ フード内は、汚染拡大防止措置が講じられている

か。 

⑧ グローブボックス及び排気管等の接合部に、き裂

や腐食がないか。 

⑨ グローブボックスは、確実に排気設備に接続され

ているか。 

⑩ グローブボックス内は、所定の負圧が得られてい 

 

 

 

 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

２回／１年 

 

２回／１年 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 
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点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

 

4.流 し 

 

 

 

 

5.換 気 

 

 

 

 

 

 

6.標 識 

 

るか。 

⑪ グローブ及びＯリングに破損、老朽はないか。 

 

① 流し及び手洗器等に、き裂、破損又は汚損等はな

いか。 

② 流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部

等から漏水又はその痕跡はないか。 

 

① 作業室内の空気は排気口やフードから良好な状態

で排出されているか。 

② 作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していな

いか。 

③ 作業室では作業台周辺の換気は十分に行われてい

るか。 

 

① 作業室毎に「放射性同位元素使用室」の標識がつ

けられているか。 

② 標識は、作業室の出入口又はその付近に付けられ

ているか。 

③ 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。 

 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

 

１回／１月 

 

２回／１年 

 

１回／１月 

 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 
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（４）汚染検査室 

点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

 

 

1.位置等 

 

 

 

2.構 造 

 

 

 

 

 

3.表面材料 

 

 

 

 

 

 

 

4.洗浄設備 

 

 

 

 

 

5.更衣設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則

第14条の7） 
 

 

① 作業室の出入口付近で、許可内容（申請書の添付

図面）に合致しているか。 

② 汚染検査室の区画は明確にされているか。 

 

① 汚染のおそれのある床、壁等はくぼみが少ないか。 

② 汚染のおそれのある床、壁等は突起物が少ないか。 

③ 汚染のおそれのある床等の仕上材に目地等の隙間

は少ないか。 

④ 汚染のおそれのある床、壁等にき裂はないか。 

 

① 汚染のおそれのある床、壁等の表面は平滑な材料

が使用されているか。 

② 汚染のおそれのある床、壁等の表面は腐食しにく

い材料か。 

③ 汚染のおそれのある床、壁等は気体又は液体が浸

透しにくい材料か。 

④ 塗装された床面に剥離や著しい磨滅はないか。 

 

① 流し、シャワー等は確実に排水設備に接続されて

いるか。 

② 流し、シャワー等に破損や故障はないか。 

③ 流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部

等から漏水又はその痕跡はないか。 

 

① 実験衣、作業衣、ＲＩ靴、軽作業靴等は整備され

ているか。 

② 実験衣等は、定期的に交換し、又は洗濯がされて

いるか。 

③ 履物入れや衣服掛け等が整備されているか。 

④ 未使用並びに使用済みの作業衣等が明確に区分さ

れているか。 

 

 

 

 

 

 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

２回／１年 

２回／１年 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

２回／１年 

 

 

１回／１月 

 

１回／１月 

 

１回／１月 

１回／１月 
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点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

6.器 材 

 

 

 

7.測定器 

 

 

 

8.標 識 

 

① 手洗用石鹸、紙タオル等は常備されているか。 

② ブラシ、ウエス及び洗剤等の除染器材は整備され

ているか。 

 

① 許可を得た申請書に記載された種類と台数の測定

器が備えられているか。 

② 測定器は定期的に点検整備がされているか。 

 

① 「汚染検査室」の標識が付けられているか。 

② 設置位置は、許可内容（申請書及び添付図面）と

合致しており、見やすい場所であるか。 

③ 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１回／１月 

１回／１月 

 

 

１回／１月 

 

１回／１年 

 

２回／１年 

２回／１年 

 

２回／１年 
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（５）貯蔵室、貯蔵箱、貯蔵容器 

点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

 

1.位置等 

 

 

 

2.貯蔵室 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.貯蔵箱 

 

 

 

 

 

 

 

4.貯蔵容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.貯蔵能力 

 

 

（放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第

14条の9） 

 

① 設置位置は、許可内容（申請書及び添付図面）に

合致しているか。 

② 主要構造部等は、耐火性構造になっているか。 

 

① 出入口等の開口部には、甲種防火戸が設けられて

いるか。 

② 出入口等の開口部の扉は、確実に閉鎖でき、施錠

できるか。 

③ 貯蔵室の区画を貫通する給排気管に防火ダンパー

は設置されているか。 

④ 壁面に遮蔽機能に影響を及ぼすようなき裂やすき

ま等はないか。 

 

① 設置個数や設置位置は、許可内容（申請書及び添

付図面）に合致しているか。 

② 貯蔵箱は、耐火性の構造か。 

③ 移動が容易な貯蔵箱は、床等に固定されているか。 

④ 耐火性の構造となっていない冷蔵庫を貯蔵箱とし

て使用していないか。 

⑤ 貯蔵箱の扉は確実に閉鎖できるか。 

 

① 貯蔵室又は貯蔵箱の放射性同位元素は、容器に入

れて保管しているか。 

② 空気を汚染させるおそれのある放射性同位元素を

入れる気密な構造か。 

③ 液体の放射性同位元素を保管する容器は、液体が

こぼれにくい構造で浸透しにくい材質か。 

④ 固体状又は液体状放射性同位元素を保管する容器

で、き裂、破損等の発生のおそれがある場合は、

汚染拡大防止のために受皿、吸収材等が設けられ

ているか。 

 

① 許可された種類・数量を超えて保管していないか。 

② 貯蔵施設以外の場所で保管していないか。 

 

 

 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

 

２回／１年 

 

１回／１月 

２回／１年 

２回／１年 

 

１回／１月 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

 

 

 

２回／１年 

２回／１年 
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点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

6.標 識 

 

 

① 貯蔵室の出入口又はその付近に「貯蔵室」の標識

が付けられているか。 

② 貯蔵箱の表面に「貯蔵箱」の標識が付けられてい

るか。 

③ 貯蔵容器には「貯蔵容器」の標識（種類、数量（特

定して許可を受けている場合は化学形）を記入）

が容器表面に付けられているか。 

④ 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

 

２回／１年 
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（６）排気設備 

点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

 

1.位 置 

 

 

2.排気浄化装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.排風機 

 

 

 

 

 

 

4.排気管 

 

 

 

 

 

 

 

5.排気口 

 

 

（放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第

14条の11第1項第4号） 

 

① 設置位置は、許可内容（申請書及び添付図面）に

合致しているか。 

 

① 排気浄化装置の種類、台数及び性能が許可内容（申

請書の記載内容）に合致しているか。 

② フィルタチャンバーに腐食や破損等がなく、排気

が漏洩していないか。 

③ フィルタの装着枚数は、許可内容（申請書の記載

内容）に合致しているか。 

④ フィルタの装着状態及び捕集効率の回数確認。 

⑤ フィルタの圧力損失の測定値は良好か。 

⑥ マノメータ等の計器は正常に作動しているか。 

⑦ フィルタの定期的交換又は適宜交換の回数確認。 

 

① 排風機の種類と台数及びモータの定格馬力は、許

可内容（申請書の記載内容）に合致しているか。 

② 所定の排気風量は得られているか。 

③ 排風機及びモータに異常音や振動及び加熱がない

か。 

④ ベルト等に損傷や規定数以上の緩みはないか。 

 

① 作業室、フード等、排気浄化装置、排風機及び排

気口間の排気管は確実に連結されているか。 

② 排気管に腐食やき裂又は破損等はないか。 

③ 排気管に設置されたダンパーは、正常に作動する

か。 

④ 作業室の排気ダンパーや排気グリルは閉鎖されて

いないか。 

 

① 排気口に腐食、き裂又は破損等がないか。 

② 排気ガラリ付近に排気を阻害する障害物等はない

か。 

 

 

 

 

 

１回／１年 

 

 

１回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

１回／１年 

１回／１月 

１回／１月 

２回／１年 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

１回／１月 

 

１回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

２回／１年 

 

４回／１年 

 

 

２回／１年 

２回／１年 
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点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

 

6.標 識 

 

③ 排気モニタが設置されている場合、測定性能が維

持され排気循環系統が正常に機能しているか。 

 

① 排気浄化装置には「排気設備」の標識が装置表面

に付けられているか。 

② 排気管には「放射能表示」の標識及び流れの方向

を示す「矢印」が付けられているか。 

③ 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２回／１年 

 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 
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（７）排水設備 

点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

 

1.位置等 

 

 

 

 

2.排水浄化槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.排水管 

 

 

 

 

 

4.標 識 

 

（放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第

14条の11第1項第5号） 

 

① 設置位置は、許可内容（申請書及び添付図面）に

合致しているか。 

② 床等の仕上材は、液体が浸透しにくく目地や損傷

はないか。 

 

① 排水浄化槽の材料、構造、台数等は許可内容（申

請書の記載内容）に合致しているか。 

② 排気浄化槽に、腐食、き裂等はないか。 

③ 排水浄化槽及び接続配管等からの漏水はないか。 

④ 排水浄化槽の内部ライニング材に、腐食等による

劣化や破損はないか。 

⑤ 廃液を採取する設備は、正常に機能するか。 

⑥ 排水モニタが設置されている場合、測定性能が維

持され排液循環系統が正常に機能しているか。 

⑦ 排水浄化槽の水位計は正常に作動するか。 

⑧ 排水設備にさく等が設置されている場合、破損等

はないか。 

 

① 排水管にき裂や破損又は取付け部に緩み等はない

か。 

② 溶接部、フランジ部からの漏水はないか。 

③ 二重管やトレンチ内の排水管に、漏水又はその痕

跡はないか。 

 

① 排水浄化槽や排液浄化装置の表面又はその付近に

「排水設備」の標識が付けられているか。 

② 排水管には「放射能表示」の標識及び流れの方向

を示す「矢印」が付けられているか。 

③ 標識の脱落、汚損又は破損や色褪せ等はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１回／１年 

 

２回／１年 

 

 

１回／１年 

 

２回／１年 

２回／１年 

１回／１年 

 

２回／１年 

２回／１年 

 

１回／１年 

２回／１年 

 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

２回／１年 

 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 
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（８）保管廃棄設備 

点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

 

1.位置等 

 

 

 

 

 

 

2.保管廃棄容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.標 識 

 

（放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第

14条の11第1項第8号） 

 

① 位置、構造及び材料は、許可内容（申請書及び添

付図面）に合致しているか。 

② 外部及び作業室等との間が、壁、扉及び間仕切り

等で区画されているか。 

③ 扉や蓋等には、鍵その他の閉鎖設備又は器具が設

置されているか。 

 

① 許可内容（申請書の記載内容）に合致した種類の

保管廃棄容器を使用しているか。 

② 保管廃棄容器に腐食、き裂及び有害な損傷はない

か。 

③ 変形等のため容器の蓋の密封性が損なわれていな

いか。 

④ 空気を汚染させるおそれのある廃棄物を収納する

容器は気密な構造か。 

⑤ 液体状の廃棄物を収納する容器は、こぼれにくい

構造で浸透しにくい材料が用いられているか。 

⑥ 放射性廃棄物は、保管廃棄容器に封入されている

か。 

⑦ 大型機械等で保管廃棄容器に封入が困難な場合

は、ビニールシート等で梱包されているか。 

⑧ 液体等の漏洩のおそれのある廃棄物が保管廃棄容

器に封入されている場合、当該容器にき裂、破損

等が考えられるときは受皿や吸収材等を使用して

いるか。 

 

① 保管廃棄設備には、「保管廃棄設備」の標識が設備

の外部に通ずる部分又はその付近に付けられてい

るか。 

② 放射性廃棄物を収納した保管廃棄容器には、「放射

性廃棄物」の標識が容器表面に付けられているか。 

③ 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。 

 

 

 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

 

１回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

１回／１月 

 

 

 

 

２回／１年 

 

 

２回／１年 

 

２回／１年 
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（９）有機廃液焼却炉 

点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

 

1.構造等 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.焼却炉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.標 識 

 

 

 

 

（放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第

14条の11第１項第６号） 

 

① 炉の構造、材質、焼却能力及び設置位置等が、許

可内容（申請書の記載内容）に合致しているか。 

（焼却炉の構造、性能等は科学技術庁が策定した

「放射性有機廃液の焼却に関する安全指針（昭和

６１年、現文部科学省）」によって許可されてい

る。） 

② 焼却炉は気体が漏れにくく、灰が飛散しにくい構

造となっているか。 

 

① 焼却炉の燃焼性は、確保されているか。 

② 空気混合器、排ガス冷却器、洗浄塔等に所定の機

能を低下させるような不具合、変形及び損傷等は

ないか。 

③ 焼却炉本体、排気管等にき裂や有害な損傷はない

か。 

④ 爆発的な燃焼の防止、異常温度の制御、冷却水喪

失防止及び地震対策等の各安全装置が正常に作動

しているか。 

⑤ ブロア、ポンプ及び焼却炉本体の機能を維持する

ための周辺機器は、正常に作動しているか。 

⑥ 焼却残渣の搬出口は、汚染の拡がりにくい構造を

維持しているか。 

⑦ 焼却炉と焼却残渣固型化装置が連結されている場

合、残渣が漏洩又は飛散しにくいよう措置されて

いるか。 

⑧ 焼却炉から発生する排気等は、排気設備で処理し

ているか。 

⑨ 焼却炉から発生する排水等は、排水設備で処理し

ているか。 

 

① 焼却炉が設置されている室には、「廃棄作業室」の

標識が出入口又はその付近に付けられているか。 

② 汚染検査室には、「汚染検査室」の標識が室の出入

口又はその付近に付けられているか。 

 

 

 

 

１回／１年 

 

 

 

 

 

１回／１年 

 

 

１回／１月 

２回／１年 

 

 

２回／１年 

 

１回／１月 

 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

 

２回／１年 

 

２回／１年 

 

 

２回／１年 

 

２回／１年 
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点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

③ 排気管、排水管には「放射能表示」の標識と流れ

の方向を示す「矢印」が付けられているか。 

④ 標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２回／１年 

 

２回／１年 
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２．機器設備の機能点検 

 

点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

1.放射線監視装置の

性能試験 

 

 

 

(1)機器名及び台数 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)点検及び運転動

作試験内容 

 

 

 

2.有機廃液焼却装置

の総合点検 

 

 

3.動物乾燥装置の総

合点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  放射線監視装置の性能試験は設備を構成する機

器の点検校正及び運転動作試験を行い、初期の性

能維持と経年劣化による不具合発生時期等の判

断をする。 

 

1) γ線エリアモニタ         ４台 

2) ヨウ素モニタ           １台 

3) β線ガスモニタ          １台 

4) γ線水モニタ           １台 

5) 高感度β線水モニタ        １台 

6) オペレーションコンソール     １台 

7) ハンドフットクロスモニタ     １台 

8) 出入管理システム         １台 

 

① 外観点検：計測機能に影響を及ぼす損傷がない

ことを目視にて点検する。 

② 動作試験：運転時の動作状況及び感度性能等に

ついて試験する。 

 

① 有機廃液焼却装置の点検は機器の点検及び運転

動作試験を行い、初期の性能維持と経年劣化に

よる不具合発生時期等の判断をする。 

 

① 動物乾燥装置の総合点検は機器の点検及び運転動

作試験を行い、初期の性能維持と経年劣化による

不具合発生時期等の判断をする。 

 

 

 

 

１回／１年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

 

１回／１年 

 

 

 

１回／１年 
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点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

4.排水処理設備の満

水試験 

 

(1)排水処理水槽の

満水試験 

 

 

 

(2) 配管の漏水検査 

 

 

5.排水処理設備機器

の性能点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 貯留槽（12 ㎥×3 槽）、希釈槽（24 ㎥×1 槽）、流

入槽（2㎥×1槽）の各排水処理水槽内に上水を満

たした後、１時間静置後の水位確認と水槽外側で

の漏水の有無を確認する。 

 

① 水槽廻りの配管の漏水、破損等を目視にて点検確

認をする。 

 

排水処理設備機器の性能試験は設備を構成する

機器の点検及び運転動作試験を行い、初期の性能維

持と経年劣化による不具合発生時期等の判断をす

る。 

 

(1) ポンプ：計１２台 

・流入水移送ポンプ  0.75kw 3φ 200V    ２台 

・貯留水移送ポンプ  0.75kw 3φ 200V    ２台 

・放流ポンプ        0.75kw 3φ 200V    ２台 

・サンプリングポンプ  0.40kw 3φ 200V    ２台 

・排水ピットポンプ    0.40kw 3φ 200V    １台 

・排水ピットポンプ    0.75kw 3φ 200V    ２台 

・排水モニタポンプ    0.20kw 3φ 200V    １台 

 

① 外観点検：接液部からの漏洩・破損等を目視に

て点検する。 

② 動作試験：運転時の動作状況及び異常音・振動

等について点検する。 

 

(2) 電動弁（電磁弁を含む）：３１台 

① 外観点検：接液部からの漏洩・破損等を目視に

て点検する。併せて駆動部の腐蝕の有無を確認

する。 

② 動作試験：開閉運転時の動作状況及び異常音・

振動等について点検する。 

 

 

 

 

 

１回／１年 

 

 

 

 

１回／１年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

 

 

１回／１年 

 

 

１回／１年 
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点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.滅菌・中和設備の性

能点検 

 

 

(1) 残留塩素計 

（簡易点検） 

 

 

 

 

 

(3) 連続式液面計：４台 
① 外観点検：水位センサーの劣化状態及びケーブ

ルの捻れ等を目視にて点検する。 
② 動作校正：計測部の連続使用による誤差を調整

する。 
 
(4) 制御盤類：監視盤１台、現場制御盤１台 
① 外観点検：器具破損、配線脱落等の有無を点検

する。 
② 警報試験：模擬入力により監視盤・動力盤での

警報確認を行う。 
③ 動作表示確認：機器の動作試験時に表示灯の表

示確認を行う。 
④ 自動運転試験：模擬条件による設備の自動運転

を実施して不具合を確認する。 
⑤ 盤端子増締め：外部配線端子部止具の増締めを

行う。併せてヒューズ、ランプの不良品を交換

する。 
 
(5) その他の計装品 
① 外観点検：その他の計装品について腐食、脱落

等を目視にて点検する。 
 
(6) その他 
① 手動弁の動作確認及びストレーナーのスクリーン

清掃を行う。 

 
排水処理設備機器の性能点検は設備を構成する

機器の点検及び運転動作試験を行い、初期の性能維

持と経年劣化による不具合発生時期等の判断をす

る。 

① 外観点検：接液部からの漏洩・破損等を目視に

て点検する。 

② 動作試験：運転時の動作状況及び電極調整を行

う。 

③ 資材交換：簡易・総合点検の都度、消耗資材の

交換を行う。 

 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

 

 

 

１回／１年 

 

 

 

１回／１年 

 

 

 

 

 

 

１回／１年 

 

１回／１年 

 

１回／１年 
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点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

(2) 滅菌・中和機器

（簡易点検） 

 

 

 

 

 

 

7.室内風量測定 

 

 

 

 

 

 

8.排風機の総合点検 

 

 

9.空気調和装置の総

合点検 

 

 

 
① 外観点検：接液部からの漏洩・破損等を目視に

て点検する。 

② 動作試験：運転時の動作状況及び電極調整を行

う。 

③ 薬液補充：簡易・総合点検の都度、各硫酸・苛

性ソーダ・次亜塩素ソーダの薬液を点検し、調

剤の上補充する。 

 
① 室内風量測定は許可申請書に記載の換気能力と

なっているかを確認する。実施方法は各室吹き

出し口(１１９口)で風量測定を行うとともに排

気系フィルタを交換した後、給気系を一定にし

た上で排気系ダンパーで系統毎（４系統）に末

端部より調整する。(測定口数は別紙) 

 

① 排風機性能が許可申請書に記載された内容に合

致しているかを確認する。 

 

①  空気調和装置は建築保全業務共通仕様書（平成

30 年版）に基づき総合点検を行う。 

 

 

 

2回／１年 

 

2回／１年 

 

2回／１年 

 

 

 

１回／１年 

 

 

 

 

 

 

１回／１年 

 

 

１回／１年 
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３.機械設備のリフレッシュ点検業務 

 

点 検 項 目 点 検 内 容 周期 備  考 

 

1.管理区域床面放射

能除染 

 

 

 

2.排水処理水槽の清

掃 

 

 

 

 

3.機械室床面清掃 

 

 

4.排気系フィルタ交

換 

 

 

 

 

5.給気系フィルタ交

換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 床面除染業務は、一定期間に広がった放射能汚

染（放射線を含む溶液の飛しょう、器具洗浄水

のこぼれ等）を除去し、施設の環境整備のため

に行う。 

 

① 貯留槽（12 ㎥×3 槽）、希釈槽（24 ㎥×1 槽）、

流入槽（2㎥×1槽）の排水処理水槽内に蓄積さ

れた汚泥及び機器類に付着したスラッジ等を除

去して、排水設備の性能維持を計り、併せて外

観点検により亀裂・腐蝕・破損等の点検を行う。 

 

① 機械室床面の埃等を水洗いにて除去し、室内の

環境整備を行う。 

 

① 排気系フィルタ交換は施設外部への放射能汚染

を未然に防止し、施設の能力維持を図るため、

プレフィルタ及びＨＥＰＡフィルタを交換す

る。交換に必要なフィルタは中央水産研究所に

おいて支給するものとする。 

 

① 給気系フィルタ交換は施設内部環境のクリーン

度維持を図るため、空気調和機のプレフィルタ

及び中性能フィルタを交換する。 

 

② フィルタユニットのプレフィルタ及び中性能フ

ィルタ・ＨＥＰＡフィルタは差圧計の値を確認

し、除去効率の低下したフィルタを報告し協議

の上交換する。 

 

③ 各室吹き出し口のＨＥＰＡフィルタについて

は、目視点検を行い除去効率の状況を報告し、

協議の上交換する。 

 

④ 交換に必要なフィルタは水産資源研究所におい

て支給するものとする。 

 

４回／１年 

 

 

 

 

１回／１年 

 

 

 

 

 

１回／１年 

 

 

１回／１年 

 

 

 

 

 

１回／１年 

 

 

 

適宜 

 

 

 

 

適宜 
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点 検 項 目 点 検 内 容 周期 備  考 

 

6.フィルタ滅菌 

 
① W205 マリンバイオテクノロジー実験室（３）の

排気系・給気系フィルタは交換作業の前に燻蒸に

よる滅菌作業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１回／年 
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４.放射線測定業務 
 

点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

1.作業環境測定 

 

 

 

 

 

 

2.線量率測定 

 

 

 

 

 

3.表面汚染密度測定 

 

① 放射性同位元素等の規制に関する法律及び労働

安全衛生法に基づき、作業環境測定を実施し、

施設内の空気汚染に対する管理が適切に行われ

ていることを確認する。測定は全β線・γ線に

ついて 18 箇所で測定するものとする。（測定個

所は別途指定） 

 

② 放射性同位元素等の規制に関する法律に基づ

き、法定区域における放射線量の管理が適切に

行われていることを確認する。測定は全β線・

γ線について64箇所で測定するものとする。（測

定個所は別途指定） 

 
③ 放射性同位元素等の規制に関する法律に基づ

き、管理区域内の表面汚染に対する管理が適切

に行われていることを確認する。測定は全β

線・γ線について78箇所で測定するものとする。

（測定個所は別途指定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１回／１月 

 

 

 

 

 

１回／１月 

 

 

 

 

１回／１月 
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５.空調機関係機器リスト 

 

No 仕 様 数 量 単 位 備 考 

1 実験盤（西側1Ｆ通路）    

 ＰＬ－Ｗ１－２ １ 台  

 ＰＬ－Ｗ１－３ １ 台  

 ＰＬ－Ｗ１－４ １ 台  

 ＰＬ－Ｗ１－５ １ 台  

2 フィルタユニット（西棟２Ｆ機械室）    

 ＦＵ－Ｗ２２２ １ 台  

 ＦＵ－Ｗ１０２（巻き取り形） １ 台  

3 給気ファン（西棟２Ｆ機械室）    

 ＦＳ－Ｗ１０１ ２ 台  

 ＦＳ－Ｗ２１ ２ 台  

 ＦＳ－Ｗ２２１ ２ 台  

4 エアフィルタ（西棟２Ｆ機械室）    

 ＡＦ－Ｗ２１ １ 台  

 ＡＦ－Ｗ２２ １ 台  

5 空気調和機 THU-305 （西棟２Ｆ機械室）    

 ＡＣＵ－Ｗ２１ １ 台  

 空気調和機 THC-35BH （西棟２Ｆ機械室）    

 ＡＣＵ－Ｗ２２ １ 台  

6 動力盤（西棟２Ｆ機械室）    

 Ｐ－Ｗ２－１ １ 台  

7 実験盤（西棟２Ｆ機械室）    

 ＰＬ－Ｗ２－２ １ 台  

8 排気ファン LLB #5 1/2 （西棟３Ｆ機械室）    

 ＦＥ－Ｗ２１１  ２ 台  

 排気ファン LLB #2 3/4 （西棟３Ｆ機械室）    

 ＦＥ－Ｗ２１２ ２ 台  
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No 仕 様 数 量 単 位 備 考 

 排気ファン LLB #2 1/2 （西棟３Ｆ機械室）    

 ＦＥ－Ｗ２２１ ２ 台  

 排気ファン TVC #2 1 （西棟３Ｆ機械室）    

 ＦＥ－Ｗ１０１ ２ 台  

9 動力盤 （西棟３Ｆ機械室）    

 Ｐ－Ｗ３－１ １ 台  

10 フィルタユニット （西棟３Ｆ機械室）    

 ＦＵ－Ｗ１０１ １ 台  

 ＦＵ－Ｗ２１１ １ 台  

 ＦＵ－Ｗ２１２ １ 台  

 ＦＵ－Ｗ２２１ １ 台  
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６．業務実施時期一覧 

 

項目／実施月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備 考 

施設全般における目視点検      ■      ■  

設
備
の
機
能
点
検 

1 放射線監視装置の性能試験  ●            

2 有機廃液焼却装置の総合点検   ●           

3 動物乾燥装置の総合点検   ●           

4 排水処理設備の満水試験        ●      

5 排水処理設備機器の性能試験        ●      

6 滅菌･中和設備の性能試験(簡易)  ■     ■       

7 室内風量測定       ●       

8 排風機の性能試験       ●       

9 空気調和装置の総合点検       ●       

10 蒸気滅菌器の性能試験             休止中 

11 空調機器の点検整備      ■      ■  

12 空調機器の目視点検 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

               

               

               

設
備
の
リ
フ
レ
□
シ
□ 

1 管理区域床面放射能除染   ◆   ◆   ◆   ◆  

2 貯留槽の清掃     ●         

3 機械室床面の清掃        ●      

4 排気系ﾌｨﾙﾀ交換       ●       

5 給気系ﾌｨﾙﾀ交換(空気調和機)       ●       

6 給気系ﾌｨﾙﾀ交換(ﾌｨﾙﾀﾕﾆｯﾄ) 協議の上、適宜実施  

    

    

放
射
線
測
定 

1 作業環境測定 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

2 線量率測定 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

3 表面汚染密度測定 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

               

               

◎ 毎月１回実施するもの     

● １年に１回実施するもの   ■ １年に２回実施するもの   ◆  １年に４回実施するもの      

                                     



国立研究開発法人水産研究・教育機構

報告書　書式集

水産資源研究所管理部門管理課

横浜庁舎放射線施設保守点検業務

令和８年度



留　意　点

1.報告書の作成にあたっては、各業務に応じて必要な書式を選択し、適宜組み合わせて使用

　する。また、法規等により定められているものは、別途その書式にて報告する。

2．報告書は、不良内容をできるだけ具体的に記載し、改善の提案を行う。

3．書式に無い場合は製造者等の標準書式を使用する等、適宜書式を作成し、監督職員の承

　諾を得るものとする。



１．施設全般の目視点検業務

（１）建物関係

点検項目 判　断　基　準 判定 不良内容等

位置等 1. 使用施設等は地崩れ及び浸水のおそれがない
か。

2. 事業所内の居住区域等に変更はないか。

主要構造部等 1. 主要構造部等が耐火構造又は不燃材料造りと
なっているか。
2. 改修又は補修工事が行われた場合，主要構造部
等は耐火構造又は不燃材料造りとなっているか。

 遮蔽 1. 遮蔽の構造，材料，寸法が許可内容（申請書及
び添付書類）に合致しているか。

2. 遮蔽物に破損，き裂などの損傷はないか。

3. 常時人が立ち入る場所の１㎝線量当量は１ｍSv
／週を超えていないか。

4. 事業所境界，事業所内居住区に対する１㎝線量
当量が、２５０μSｖ／３月を超えていないか

判定マーク：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし



（２）放射線区域内

点検項目 判　断　基　準 判定 不良内容等

区画等 1. 管理区域の区画が許可内容（申請書及び添付図
面）に合致しているか。

2. 管理区域の境界には，柵，その他，人がみだりに
立ち入らないような施設が設けられているか。

3. フェンス等が設けられている場合，破損していな
いか。

線量当量等 1. 管理区域境界の線量当量が３００μSv／週を超
えていないか。

2. 管理区域内の常時立ち入る場所における放射性
同位元素の空気中濃度が，告示第７条に規定する
濃度限度を超えていないか。

3. 人が触れる物の表面の放射性同位元素の表面
密度が告示第８条に規定する密度限度を超えてい
ないか。

標識等 1. 管理区域の種類毎に定められた標識が付けられ
ているか。

2. 標識の設置位置，枚数は許可内容（申請書及び
添付図面）に合致しているか。

3. 管理区域等における注意事項は，目の付きやす
い場所に掲示されているか。

4. 標識等の脱落，汚損又は色褪せ等はないか。

判定マーク：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし



（３）作業室

点検項目 判　断　基　準 判定 不良内容等

構造 1. 汚染のおそれのある床，壁等の突起物，くぼみが
少ないか。

2. 汚染のおそれのある床等の仕上材の目地等の隙
間は少ないか。

3. 汚染のおそれのある床，壁等に著しいき裂はない
か。

表面材料 1. 汚染のおそれのある床，壁等の表面は平滑な材
料が使用されているか。

2. 汚染のおそれのある床，壁等の表面は腐食しにく
い材料か。

3. 気体又は液体が浸透しにくい材料か。

4. 塗装された床面に剥離や著しい磨滅はないか。

フード・グローブボッ
クス

1. フードは排気設備に確実に接続されているか。

2. フード本体及び排気管等の溶接部，接合部にき
裂や腐食がないか。

3. フードの扉の開口部で適切な面速が得られてい
るか。

4. ダンパーが設置されている場合，その機能は正
常に作動するか。

5. フードの扉を全閉にしたとき，バイパス弁が正常
に作動し，かつ室内空気の流れに大きな変化はな
いか。

6. フード下の配管，トラップ等の接合部から漏水は
ないか。

7. フード内は，汚染拡大防止措置が講じられている
か。

8. グローブボックス及び排気管等の接合部にき裂
や腐食がないか。

9. グローブボックスは，確実に排気設備に接続され
ているか。

10.グローブボックス内は，所定の負圧が得られてい
るか。

11.グローブ及びＯリングに破損，老朽はないか。

流し 1. 流し及び手洗器等に，き裂，破損又は汚損等は
ないか。

2. 流し及び手洗器等の排水管，トラップ及び接続部
等から漏水又はその痕跡はないか。

換気 1. 作業室内の空気は排気口やフードから良好な状
態で排出されているか。

2. 作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流して
いないか。

3. 作業室では作業台周辺の換気は十分に行われ
ているか。

標識 1. 作業室毎に「放射性同位元素使用室」の標識が
つけられているか。

2. 標識は，作業室の出入口又はその付近に付けら
れているか。

3. 標識の脱落，汚損又は色褪せ等はないか。

判定マーク：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし



（４）汚染検査室

点検項目 判　断　基　準 判定 不良内容等

位置等 1. 作業室の出入口付近で，許可内容（申請書の添
付図面）に合致しているか。

2. 汚染検査室の区画は明確にされているか。

構造 1. 汚染のおそれのある床，壁等はくぼみが少ない
か。

2. 汚染のおそれのある床，壁等は突起物が少ない
か。

3. 汚染のおそれのある床等の仕上材に目地等の隙
間は少ないか。

4. 汚染のおそれのある床，壁等にき裂はないか。

表面材料 1. 汚染のおそれのある床，壁等の表面は平滑な材
料が使用されているか。

2. 汚染のおそれのある床，壁等の表面は腐食しにく
い材料か。

3. 汚染のおそれのある床，壁等は気体又は液体が
浸透しにくい材料か。

4. 塗装された床面に剥離や著しい磨滅はないか。

洗浄設備 1. 流し，シャワー等は確実に排水設備に接続されて
いるか。

2. 流し，シャワー等に破損や故障はないか。

3. 流し及び手洗器等の排水管，トラップ及び接続部
等から漏水又はその痕跡はないか。

更衣設備 1. 実験衣，作業衣，ＲＩ靴，軽作業靴等は整備され
ているか。

2. 実験衣等は，定期的に交換し，又は洗濯がされ
ているか。

3. 履物入れや衣服掛け等が整備されているか。

4. 未使用並びに使用済みの作業衣等が明確に区
分されているか。

器材 1. 手洗用石鹸，紙タオル等は常備されているか。

2. ブラシ，ウエス及び洗剤等の除染器材は整備さ
れているか。

測定器 1. 許可を得た申請書に記載された種類と台数の測
定器が備えられているか。

2. 測定器は定期的に点検整備がされているか。

標識 1. 「汚染検査室」の標識が付けられているか。

2. 設置位置は，許可内容（申請書及び添付図面）と
合致しており，見やすい場所であるか。

3. 標識の脱落，汚損又は色褪せ等はないか。

判定マーク：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし



（５）貯蔵室

点検項目 判　断　基　準 判定 不良内容等

位置等 1. 設置位置は，許可内容（申請書及び添付図面）
に合致しているか。

2. 主要構造部等は，耐火性構造になっているか。

標識 1. 貯蔵室の出入口又はその付近に「貯蔵室」の標
識が付けられているか。

2. 貯蔵箱の表面に「貯蔵箱」の標識が付けられてい
るか。

3. 貯蔵容器には「貯蔵容器」の標識（種類，数量
（特定して許可を受けている場合は化学形）を記入）
が容器表面に付けられているか。4. 標識の脱落，汚損又は色褪せ等はないか。

判定マーク：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし



（６）排気設備

点検項目 判　断　基　準 判定 不良内容等

位置 1. 設置位置は，許可内容（申請書及び添付図面）
に合致しているか。

排気浄化装置 1. 排気浄化装置の種類，台数及び性能が許可内
容（申請書の記載内容）に合致しているか。

2. フィルタチャンバーに腐食や破損等がなく，排気
が漏洩していないか。

3. フィルタの装着枚数は，許可内容（申請書の記載
内容）に合致しているか。

4. フィルタの装着状態及び捕集効率の回数確認。

5. フィルタの圧力損失の測定値は良好か。

6. マノメータ等の計器は正常に作動しているか。

7. フィルタ定期的交換又は適宜交換の回数確認。

排風機 1. 排風機の種類と台数及びモータの定格馬力は，
許可内容（申請書の記載内容）に合致しているか。

2. 所定の排気風量は得られているか。

3. 排風機及びモータに異常音や振動及び加熱が
ないか。

4. ベルト等に損傷や規定数以上の緩みはないか。

排気管 1. 作業室，フード等，排気浄化装置，排風機及び
排気口間の排気管は確実に連結されているか。

2. 排気管に腐食やき裂又は破損等はないか。

3. 排気管に設置されたダンパーは，正常に作動す
るか。

4. 作業室の排気ダンパーや排気グリルは閉鎖され
ていないか。

排気口 1. 排気口に腐食，き裂又は破損等がないか。

2. 排気ガラリ付近に排気を阻害する障害物等はな
いか。

3. 排気モニタが設置されている場合，測定性能が
維持され排気循環系統が正常に機能しているか。

標識 1. 排気浄化装置には「排気設備」の標識が装置表
面に付けられているか。

2. 排気管には「放射能表示」の標識及び流れの方
向を示す「矢印」が付けられているか。

3. 標識の脱落，汚損又は色褪せ等はないか。

判定マーク：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし



（７）排水設備

点検項目 判　断　基　準 判定 不良内容等

位置等 1. 設置位置は，許可内容（申請書及び添付図面）
に合致しているか。

2. 床等の仕上材は，液体が浸透しにくく目地や損
傷はないか。

排水浄化槽 1. 排水浄化槽の材料，構造，台数等は許可内容
（申請書の記載内容）に合致しているか。

2. 排気浄化槽に，腐食，き裂等はないか。

3. 排水浄化槽及び接続配管等からの漏水はない
か。

4. 排水浄化槽の内部ライニング材に，腐食等による
劣化や破損はないか。

5. 廃液を採取する設備は，正常に機能するか。

6. 排水モニタが設置されている場合，測定性能が
維持され排液循環系統が正常に機能しているか。

7. 排水浄化槽の水位計は正常に作動するか。

8. 排液処理装置が設置されている場合，正常に作
動するか。

9. 排水設備にさく等が設置されている場合，破損等
はないか。

排水管 1. 排水管にき裂や破損又は取付け部に緩み等は
ないか。

2. 溶接部，フランジ部からの漏水はないか。

3. 二重管やトレンチ内の排水管に，漏水又はその
痕跡はないか。

標識 1. 排水浄化槽や排液浄化装置の表面又はその付
近に「排水設備」の標識が付けられているか。

2. 排水管には「放射能表示」の標識及び流れの方
向を示す「矢印」が付けられているか。

3. 標識の脱落，汚損又は破損や色褪せ等はない
か。

判定マーク：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし



（８）保管廃棄設備

点検項目 判　断　基　準 判定 不良内容等

位置等
1. 位置，構造及び材料は，許可内容（申請書及び
添付図面）に合致しているか。

2. 外部及び作業室等との間が，壁，扉及び間仕切
り等で区画されているか。

3. 扉や蓋等には，鍵その他の閉鎖設備又は器具が
設置されているか。

保管廃棄容器
1. 許可内容（申請書の記載内容）に合致した種類
の保管廃棄容器を使用しているか。

2. 保管廃棄容器に腐食，き裂及び有害な損傷はな
いか。

3. 変形等のため容器の蓋の密封性が損なわれてい
ないか。

4. 空気を汚染させるおそれのある廃棄物を収納す
る容器は気密な構造か。

5. 液体状の廃棄物を収納する容器は，こぼれにく
い構造で浸透しにくい材料が用いられているか。

6. 放射性廃棄物は，保管廃棄容器に封入されてい
るか。

7. 大型機械等で保管廃棄容器に封入が困難な場
合は，ビニールシート等で梱包されているか。

8. 液体等の漏洩のおそれのある廃棄物が保管廃棄
容器に封入されている場合，当該容器にき裂，破損
等が考えられるときは受皿や吸収材等を使用してい
るか。

標識

1. 保管廃棄設備には，「保管廃棄設備」の標識が
設備の外部に通ずる部分又はその付近に付けられ
ているか。

2. 放射性廃棄物を収納した保管廃棄容器には，
「放射性廃棄物」の標識が容器表面に付けられてい
るか。
3. 標識の脱落，汚損又は色褪せ等はないか。

判定マーク：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし



（９）有機廃液焼却炉

点検項目 判　断　基　準 判定 不良内容等

構造等 1. 炉の構造，材質，焼却能力及び設置位置等が，
許可内容（申請書の記載内容）に合致しているか。

（焼却炉の構造，性能等は科学技術庁が策定した
「放射性有機廃液の焼却に関する安全指針（昭和６
１年，現文部科学省）」によって許可されている。）

2. 焼却炉は気体が漏れにくく，灰が飛散しにくい構
造となっているか。

焼却炉 1. 焼却炉の燃焼性は，確保されているか。

2. 空気混合器，排ガス冷却器，洗浄塔等に所定の
機能を低下させるような不具合，変形及び損傷等は
ないか。

3. 焼却炉本体，排気管等にき裂や有害な損傷はな
いか。

4. 爆発的な燃焼の防止，異常温度の制御，冷却水
喪失防止及び地震対策等の各安全装置が正常に
作動しているか。

5. ブロア，ポンプ及び焼却炉本体の機能を維持す
るための周辺機器は，正常に作動しているか。

6. 焼却残渣の搬出口は，汚染の拡がりにくい構造
を維持しているか。

7. 焼却炉と焼却残渣固型化装置が連結されている
場合，残渣が漏洩又は飛散しにくいよう措置されて
いるか。

8. 焼却炉から発生する排気等は，排気設備で処理
しているか。

9. 焼却炉から発生する排水等は，排水設備で処理
しているか。

標識 1. 焼却炉が設置されている室には，「廃棄作業室」
の標識が出入口又はその付近に付けられている
か。

2. 汚染検査室には，「汚染検査室」の標識が室の出
入口又はその付近に付けられているか。

3. 排気管，排水管には「放射能表示」の標識と流れ
の方向を示す「矢印」が付けられているか。

4. 標識の脱落，汚損又は色褪せ等はないか

判定マーク：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし



点検項目 判　断　基　準 判定 不良内容等

1.放射線監視装置
の性能試験

放射線監視装置の性能試験は設備を構成する機
器の点検校正及び運転動作試験を行い，初期の性
能維持と経年劣化による不具合発生時期等の判断
をする。

(1)機器名及び台数 1) γ線エリアモニタ：４台

2) ヨウ素モニタ：１台

3) β線ガスモニタ：１台

4) γ線水モニタ：１台

5) 高感度β線水モニタ：１台

6) オペレーションコンソール：１台

7) ハンドフットクロスモニタ：１台

8) 出入管理システム：１台

(2)点検及び運転動
作試験内容

① 外観点検：計測機能に影響を及ぼす損傷がない
ことを目視にて点検する。

② 動作試験：運転時の動作状況及び感度性能等
について試験する。

2.有機廃液焼却装
置の総合点検

有機廃液焼却装置の点検は機器の点検及び運転
動作試験を行い，初期の性能維持と経年劣化によ
る不具合発生時期等の判断をする。

3.動物乾燥装置の
総合点検

動物乾燥装置の総合点検は機器の点検及び運転
動作試験を行い，初期の性能維持と経年劣化によ
る不具合発生時期等の判断をする。

4.排水処理設備の
満水試験

(1)排水処理水槽の
満水試験

貯留槽（12㎥×3槽），希釈槽（24㎥×1槽），流入槽
（2㎥×1槽）の各排水処理水槽内に上水を満たした
後，１時間静置後の水位確認と水槽外側での漏水
の有無を確認する。

(2) 配管の漏水検査 水槽廻りの配管の漏水，破損等を目視にて点検確
認をする。

5.排水処理設備機
器の性能点検

排水処理設備機器の性能試験は設備を構成する
機器の点検及び運転動作試験を行い，初期の性能
維持と経年劣化による不具合発生時期等の判断を
する。

(1) ポンプ：計１２台

・流入水移送ポンプ　　0.75kw 3φ 200V    ２台

・貯留水移送ポンプ　　0.75kw 3φ 200V    ２台

・放流ポンプ　      　0.75kw 3φ 200V    ２台

・サンプリングポンプ  0.40kw 3φ 200V    ２台

・排水ピットポンプ    0.40kw 3φ 200V    １台

・排水ピットポンプ    0.75kw 3φ 200V    ２台

・排水モニタポンプ    0.20kw 3φ 200V    １台

　① 外観点検：接液部からの漏洩・破損等を目視に
て点検する。

　② 動作試験：運転時の動作状況及び異常音・振
動等について点検する。

判定マーク：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし

２．設備の機能点検



点検項目 判　断　基　準 判定 不良内容等

(2) 電動弁（電磁弁を含む）：３１台

　① 外観点検：接液部からの漏洩・破損等を目視に
て点検する。併せて駆動部の腐蝕の有無を確認す
る。

　② 動作試験：開閉運転時の動作状況及び異常
音・振動等について点検する。

(3) 連続式液面計：４台

　① 外観点検：水位センサーの劣化状態及びケー
ブルの捻れ等を目視にて点検する。

　② 動作校正：計測部の連続使用による誤差を調
整する。

(4) 制御盤類：監視盤１台，現場制御盤１台

　① 外観点検：器具破損，配線脱落等の有無を点
検する。

　② 警報試験：模擬入力により監視盤・動力盤での
警報確認を行う。

　③ 動作表示確認：機器の動作試験時に表示灯の
表示確認を行う。

　④ 自動運転試験：模擬条件による設備の自動運
転を実施して不具合を確認する。

　⑤ 盤端子増締め：外部配線端子部止具の増締め
を行う。併せてヒューズ，ランプの不良品を交換す
る。

(5) その他の計装品
　① 外観点検：その他の計装品について腐食，脱
落等を目視にて点検する。

(6) その他
　① 手動弁の動作確認及びストレーナーのスクリー
ン清掃を行う。

6.滅菌・中和設備の
性能点検

排水処理設備機器の性能点検は設備を構成する
機器の点検及び運転動作試験を行い，初期の性能
維持と経年劣化による不具合発生時期等の判断を
する。

(1) 残留塩素計 ① 外観点検：接液部からの漏洩・破損等を目視に
て点検する。

（簡易点検） ② 動作試験：運転時の動作状況及び電極調整を
行う。③ 資材交換：簡易・総合点検の都度，消耗資材の
交換を行う。

(2) 滅菌・中和機器
（簡易点検）

① 外観点検：接液部からの漏洩・破損等を目視に
て点検する。

② 動作試験：運転時の動作状況及び電極調整を
行う。

③ 薬液補充：簡易・総合点検の都度，各硫酸・苛性
ソーダ・次亜塩素ソーダの薬液を点検し，調剤の上
補充する。判定マーク：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし



点検項目 判　断　基　準 判定 不良内容等

7.室内風量測定 室内風量測定は許可申請書に記載の換気能力と
なっているかを確認する。実施方法は各室吹き出し
口(１１９口)で風量測定を行うとともに排気系フィルタ
を交換した後，給気系を一定にした上で排気系ダン
パーで系統毎（４系統）に末端部より調整する。(測
定口数は別紙)

8.排風機の総合点
検

排風機性能が許可申請書に記載された内容に合致
しているかを確認する。

9.空気調和装置の
総合点検

空気調和装置は建築保全業務共通仕様書（平成20
年版）に基づき総合点検を行う。

10.蒸気滅菌器の性
能点検

第一種圧力容器の性能点検を行う。・蒸気滅菌装
置：型式　ＦＬＣ－Ｈ０９ＷＰ３ＴＥ

休止中のため該当無し

判定マーク：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし
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出入管理システム

（タッチ方式）

放射線核種モニタのサンプリングコントロール機能

レベルの判定、設定、日報、月報、年報の作成、表示、印字

放射線核種モニタの放射線濃度への換算、表示、各モニタへの警報

所要電源　ＡＣ１００Ｖ±10％，約１.５kVA

使用温湿度範囲　５℃～３５℃、相対湿度８０％以下（結露なきこと）

プリンター　カラーインクジェットプリンター（最大Ａ４）

ディスプレイ　１７インチカラー液晶

外部補助記憶装置　ＵＳＢフラッシュメモリ

主記憶装置容量　８ GB

・搭載システム、性能

ＯＳ　Windows 11Pro

放射線モニタリングシステム

本設備は、「放射性同位元素による放射線障害の防止に関する注律」の基本精神である「放射線障害を防止し、公共の安全を確保」することを目的としたものである。

入室チュックのための出入管理システム、注律等により義務づけられている放射性同位元素の購入、使用廃棄の管理を行うための

放射性同位元素の使用管理システムより構成される。

本設備は、施設内作業者及び施設周辺住民への放射線障害防止のための放射線モニタリングシステム、施設内の放射線管理区域への出入口、

１．　　概　　　　　　　要

特　　記　　仕　　様

γ線エリアモニタ

（４台）

βＧ－１

β線ガスモニタ

（１台）

ＹＭ－１

ヨウ素モニタ

（１台）

Ｗβ－２０１

高感度β線水モニタ

（１台）

・備　　　考　　効率トレーサー法による濃度積算機能付　

・備　　　考　　シングルチャンネル波高分析機能付　

屋外カバー付

測定回路は自動機能付
屋外カバー付

１３１Ｉに対して　４×１０　Ｂｑ／ｃ㎥-7

１３１Ｉに対して　３.５×１０　Ｂｑ／ｃ㎥
-3

（注）
１．寸法については、参考寸法とする。

工事名

所　在

内　容

図　面 実験西棟ＲＩモニタ

特　記　仕　様　書

横浜市金沢区福浦２－１２－４

水産資源研究所機械設備(衛生)工事

特記

図面

縮　尺

図面

番号

作成者

・主要性能

補助記憶装置　スーパーマルチドライブ×1

内蔵ストレージ　ＳＳＤ ２５６ＧＢ×２（ＲＡＩＤ１）

機　器　仕　様

γＡ－１～４

・エネルギー範囲　６０ＫｅＶ以上

・最高検出感度　１２５Ｉに対して１×１０　Ｂｑ／ｃ㎥
-7

γ線水モニタ

（１台）

Ｗγ－２０１

・最高検出感度　３Ｈに対して２×１０　Ｂｑ／ｃ㎥-1

・検出部　　　　　シリコン半導体検出部

・測定線種　　　　空間γ線

・測定範囲　　　　０．１～１０　μＳv／ｈ3

・検出器　　　　　通気型電離箱

・測定範囲　　　　１０　　～１０　　Ａ-14 -11

・最高検出感度　　３Ｈに対して２×１０　Ｂｑ／ｃ㎥

１４Ｃに対して７．４×１０　Ｂｑ／ｃ㎥
-3

-2

・備　　　考　 　シングルチャンネル波高分析機能付　

カートリッジ自動交換式

・測定範囲    　１～１０　ｃｐｍ7

・検出器　　　　ＮａＩ（ＴＩ）シンチレーション検出器

・測定線種　　　γ線

・最高検出感度　１２５Ｉに対して３.７×１０　Ｂｑ／ｃ㎥

・測定範囲　　　１～１０　ｃｐｍ7

-3

・検出器　　　　ＮａＩ（ＴＩ）シンチレーション検出器

・測定線種　　　γ線

・測定範囲　　　１～９９９９９９カウント

・検出器　　　　液体シンチレータとの混合

１４Ｃに対して１×１０　Ｂｑ／ｃ㎥-1

ＨＦ－１

ハンドフットクロスモニタ

（１台）

・測定線種　　β（γ）線

・測定範囲　　手足用　０～９９９９カウント

衣服用　０～１０００Ｃｐｓ

・検出感度　　手足用　０．３Ｂｑ／ｃ㎡

衣服用　０．４Ｂｑ／ｃ㎡

・検出器　 　ＧＭ計数管

１ ３

外　　形　　図（　参　考　）

（１） 放射性同位元素等による放射糠障害の防止に関する注律

（２）　日本工業規格

（３）　日本電材工業会基準規格

３．　官公署への手続き　当ＲＩ施設の工事及び使用に際して必要となる官公署などへの手続きは、請負者が代行し、速やかに行う。

２．　　摘　要　法　規　等

計　算　機　装　置　仕　様

（オペレーションコンソール）
２

調整年月日

放射線管理システム　オペレーションコンソール　OPC-１　（富士電機）

　　

外　形　図（参考）

・出入時の登録資格チェック、在域者表示、入退域記録

（日報、月報、年報）集計、印字

・測定線種　　　　β（α）線

・測定線種　　　β（α）線












